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後
期
高
齢
者
医
療
保
険

町住民生活課　TEL 096-234-1113（内線 105・107）　klg204@town.kosa.lg.jp

■
保
険
料
率
が
決
定
し
ま
し
た

　

２
年
ご
と
に

さ
れ
る
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
が
、
次
の
と
お
り
決
定

し
ま
し
た
。

平
成
26
・
27
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

　
保
険
料
率

　

平
成
24
・
25
年
度
と

一
で
す
。

▼
均
等
割
額

　

年
額
４
７
，
９
０
０
円

▼
所
得
割
率

　

９
・
26
㌫

　

１
人
当
た
り
の
年
間
保
険
料
額
は
、

「

割
額

所
得
割
額
（

除

後
の
総
所
得
金
額

９
・
26
㌫
）
」
で
す
。

※
平
成
26
年
度
か
ら
は
、
上

額
が

57

円
に

に
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
軽
減
対
象
者
が
拡
大

　

平
成
26
・
27
年
度
の
保
険
料
軽
減
対

象
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。
こ
の
う
ち
、

割
額
の
５
割
軽
減
と
２
割
軽
減
の

対
象
者
が

大
さ
れ
ま
し
た
。

均
等
割
額
の
軽
減
（
被
保
険
者
と
世
帯

主
の
総
所
得
金
額
で
計
算
）

▼
９
割
軽
減

　

除
（
33

円
）
を

え
な
い

で
、

保
険
者
全
員
が
年
金

入

80

円
以
下
（
そ
の
ほ
か
の
各
種
所
得

が
な
い
場
合
）

▼
８
・
５
割
軽
減

　

除
（
33

円
）
を

え
な
い

▼
５
割
軽
減

　

除
（
33

円
）

「
24
・

５

円

の

保
険
者
数
」
を

え
な
い

▼
２
割
軽
減

　

除(

33

円)

45

円

の

保
険
者
数

を

え
な
い

所
得
割
額
の
軽
減
（
被
保
険
者
の
総
所

得
金
額
で
計
算
）

▼
５
割
軽
減

　

保
険
者
の
総
所
得
金
額
な
ど
が

「

除(

33

円)

58

円
」

を

え
な
い
人

※
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
資
格
を
得

た
日
の
前
日
ま
で

用
者
保
険
加
入

者
に

養
さ
れ
て
い
た
人
は
、

割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ
、
所
得
割
額

平成 26年度後期高齢者
医療保険のお知らせ

高齢者を支える後期高齢者医療（写真はイメージ）

は

か
り
ま
せ
ん
。

■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
仮
徴
収

　
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
し
た

　

今
月
か
ら
、
平
成
26
年
度
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の

が
始
ま
り
ま
す
。

　

の
対
象
に
な
る
人
に
は
、

「
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
額

決
定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
し
た
。

保
険
料
額
な
ど
が
記

さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

と
し
て
、
４
月
・
６
月
・
８

月
分
が
特

（
年
金
か
ら
の

引

き
）
に
な
る
人
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
平
成
25
年
度
の
保
険
料
が
年
金
支

月
か
ら
の
特

だ
っ
た
人
で
、

平
成
26
年
２
月
に
支

さ
れ
た
年
金

か
ら
特

さ
れ
た
人

・
平
成
25
年
度
の
４
月
か
ら
９
月
に
資

格
を
取
得
し
、
平
成
25
年
度
の
保
険

料
が

通

だ
っ
た
人

※

と
な
る
人
の
保
険
料
は
、
平

成
26
年
度
所
得
が
確
定
し
た
後
の
７

月
に
本

定
が
行
わ
れ
て
保
険
料
額

が
決
定
す
る
た
め
、
７
月
に
「
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知

書
」
を
送
付
し
ま
す
。

■
健
康
診
査
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

　

町
で
は
、

保
険
者
の
皆
さ
ん
を
対

象
に
健
康

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

健

を
受

す
る
こ
と
は
、

病
の

期
発

・

期

療
に
つ
な
が
り
ま

す
。

れ
ず
に
受

し
て
、
自
分
の
体

と
健
康
の
状
態
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

詳
し
い
日
程
な
ど
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

健
診
で
受
け
ら
れ
る
検
査
項
目

　

問

・
身
体
測
定
・

・

中

検
査
・

能
検
査
・

検
査
・

検
査
・

検
査
・
心

検
査
な
ど

自
己
負
担
額

　

８
０
０
円

※
が
ん
検

・

検
査
を

せ
て
受

す
る
場
合
は
、

自

担
が

必
要
で
す
。

■
平
成
26
年
度
あ
ん
ま
・
は
り
・
　

　
き
ゅ
う
治
療
券
の
利
用
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
で
は
、
あ
ん
ま
・

は
り
・
き

う
の

療
を
受
け
る
場
合

に
、
平
成
27
年
３
月
31
日
（
火
）
ま
で

使
用
で
き
る

療

(

１
人
当
た
り
１
，

０
０
０
円
の
５

)

を

用
で
き
ま
す
。

　

療

は
、
町
と
協
定
を

ん
で
い

る
施
術
院
で
使
用
で
き
ま
す
。
必
要
な

人
は
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
者
証

と
印
か
ん
を
お
持
ち
の
上
、
町
住
民
生

活
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
間

　

４
月
１
日
（
火
）
～
平
成
27
年
３
月

31
日
（
火
）

対象となる人には、「後期高齢者医療仮徴収保険料額決定通知書」を送付しましたので、記載事項を必ずご確認ください。
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男
女
共
同
参
画

町総務課　TEL 096‒234‒1140（内線 241）　klg202@town.kosa.lg.jp

■
「
イ
ク
メ
ン
」
な
ど
の
皆
さ
ん
を

　
ご
紹
介

　

共
働
き
家

な
ど
の

加
で
、
家
事

や
子
育
て
に

的
に
参
加
す
る

性

が

え
て
い
ま
す
。

　

性
の
皆
さ
ん
に
、

共

参
画

に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

「
家
事

（
カ
ジ
ダ
ン
）」、「
育

（
イ

ク
ジ
イ
）」、
「
イ
ク
メ
ン
」
の
皆
さ
ん

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
子
ど
も
と
触
れ
合
う
時
間
を
大
切

　
に
過
ご
し
た
い

　

た
ち
家

に

年
、

が

生
し

ま
し
た
。

生
に

い

が
育

休

を
取
得
し
、
さ
ら
に
家
事
の
ほ
と
ん
ど

を

に
任
せ
っ
き
り
に
し
て
い
る
状

が
続
い
て
い
ま
す
。

　

家
事
に
つ
い
て
も
、
実

に
し
て
み

る
と
思
っ
て
い
た
以
上
に
大

で
、
そ

れ
と
育

を

立
す
る
と
な
る
と
、
大

な
労
力
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま

す
。

　

今
年
か
ら

が
仕
事
に

し
、
お

い
に
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

今
ま
で
家
事
な
ど
は
協
力
で
き
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
仕
事
・
家
事
・
育

と

が

し
く
な
る
こ
と
は
分
か
っ
て

い
る
の
で
、
少
し
で
も

の

担
を
軽

減
で
き
る
よ
う
に
、
自
分
が
で
き
る
こ

と
を
協
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

家
事
や
育

を
あ
ま
り
し
た
こ
と
が

な
い
自
分
が
今
す

協
力
で
き
る
こ
と

は
、
子
供
と

こ
と
。
自
分
自
身
の

リ
フ

ッ
シ
ュ
の
た
め
に
も
、
子
ど
も

と

れ
合
う
時
間
を
大
切
に

ご
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
（

・

）

■
家
事
や
子
育
て
に
奮
闘
す
る
様
子

　
を
ご
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い

　

性
の
皆
さ
ん
方
が
日
ご
ろ
の
家
事

や
子
育
て
に

さ
れ
て
い
る
様
子
を

ご
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
す
る

は
、

お
よ
び
子
育

て
に
つ
い
て
の
意

な
ど
を
町
総
務

課
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

▼
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
総
務
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
４
０

　

（
内
線
２
４
１
）

家事や子育てに奮闘する
男 性 を ご 紹 介 ⑤

娘の育休を終え、職場復帰する妻に協力したい

国
民
年
金

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113( 内線 104) klg106@town.kosa.lg.jp

■
学
生
納
付
特
例
制
度
を
ご
存
知

　
で
す
か

　

日
本
国
内
に
住
む
全
て
の
人
は
、
20

歳
に
な
っ
た
と
き
か
ら
国
民
年
金
の

保
険
者
と
な
り
、
保
険
料
を
納
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
学
生
に
は
、

「
学
生
納
付
特

度
」
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

�

学
生
納
付
特
例
制
度
と
は

　

日
本
の
学
校
に
在
学
す
る
20
歳
以
上

の
人
で
、
学
生
本
人
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
人
が
、
申
請
し
て

認
さ

れ
る
と
、
在
学
期
間
中
の
保
険
料
の
納

付
が

予
（
先
送
り
）
さ
れ
る

度
で

す
。
前
年
所
得
が
一
定
額
を

え
て
い

て
も
申
請
時
点
で

職
し
て
お
り
、

職

ま
た
は
雇
用
保
険
受

資
格
者
証

な
ど
の

し
を
提
出
す
れ

、
特

で

認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象

　

大
学
（
院
）
・

大
・
高
校
・
専
門

学
校
な
ど
日
本
の
学
校
に
在
学
す
る
20

歳
以
上
の
学
生
（

間
・
定
時

・
通

課
程
の
学
生
も
含
む
）

※
一
部
対
象
に
な
ら
な
い
大
学
（
院
）・

専
門
学
校
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�

年
金
の
受
給
な
ど

　

特

を
受
け
た
期
間
は
、
年
金
を
受

け
る
た
め
に
必
要
な
期
間
と
し
て
計

さ
れ
ま
す
が
、

齢

年
金
額
の
計

に
は
入
り
ま
せ
ん
。

認
を
受
け
た

期
間
は
、
保
険
料
の

納
を
お

め
し

ま
す
。

　

ま
た
、
学
生
納
付
特

の
申
請
を
せ

ず
に
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、

の
事
故
や
病

で
障
が
い

が

っ
た
と
き
に
、
障
害

年
金
を

受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�

特
例
を
受
け
る
に
は

　

年
金
手
帳
と
学
生
証
な
ど
学
生
で
あ

る
こ
と
が
証
明
で
き
る
も
の
（

理
人

が
申
請
す
る
場
合
は
、
特

を
受
け
る

人
の
印
か
ん
も
必
要
）
を
持
っ
て
、
町

住
民
生
活
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
前
年
度
、
こ
の

度
で

認
し
て
い

る
人
も
、

新
が
必
要
で
す
。

町 住 民 生 活 課 で 申 請 し て く だ さ い

国 民 年 金 の
学生納付特例制度
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